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1. 主任者登録について
1-1.貸金業務取扱主任者の登録について

主任者になるためには主任者登録の申請を行う必要があります。
主任者登録の申請においては以下の点にご留意ください。
（1）主任者登録の申請手続きを行うことは個人の任意であり、手続きを行わないこと

により資格試験の合格が失効することはありません。
（2）主任者登録の申請の日が、資格試験の合格日から10ヵ月（団体申請の場合は9ヵ

月）を超える場合は、主任者登録の申請の日前6ヵ月以内に行われた登録講習（貸
金業法第24条の36第1項に定める登録講習機関が行う講習）を受講し、その登録
講習の「修了証明書の写し」が主任者登録の申請時に必要となります。
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フロー 登録申請手続き

1-2.主任者登録の流れ
主任者登録の申請（受理）から登録完了まで約2ヵ月の期間が必要となります。

資格試験合格者には、合格証書発送時に主任者
登録申請について詳細な説明を記載した「主任
者登録の手引き」を同封します。

主任者登録申請
（郵送）

申請書類を登録申請手続きの窓口へ簡易書留
（または書留）にて郵送します。

主任者登録申請
受付・受理

申請を受付し、書類不備等確認後、申請を受理
します。

主任者登録申請に
必要な書類の準備

【主任者登録の申請に必要な書類等】
次ページ参照

合格から10ヵ月
以内に申請
合格から10ヵ月
以内に申請

合格から10ヵ月
を超えて申請
合格から10ヵ月
を超えて申請

登録講習不要登録講習不要 登録講習を受講登録講習を受講

登録申請日が試験合格日から10ヵ月を超える場
合は、登録申請の日前6ヵ月以内に行われた登録
講習機関が行う登録講習を受け、修了証明書の
写しが申請に必要です。

申請受理後、貸金業法第24条の27第1項（登録
拒否要件）に該当するか否かの審査を行います。
該当する場合は、貸金業務取扱主任者として登
録することはできません。
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主任者

貸金業務取扱主任者登録簿に主任者の登録を
行い、登録申請者宛に「登録番号」が記載された
「主任者登録完了通知」を交付します。
登録拒否に該当した登録申請者には「主任者登
録拒否通知」を交付します。

主任者登録・
主任者登録完了
通知送付

【貸金業者が行うこと】
試験に合格し、主任者登録を完了した主任者を
営業所または事務所ごとに所定の数配置し、配
置する主任者全員について、「登録番号」と氏名
等を、管轄の財務局長または都道府県知事に届
出する。

主任者の設置と届出
（貸金業者が行うこと）
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1. 合格発表と合格証書の交付
1-1.合格発表日

1-2.合格発表
（1）協会ホームページに合格者の受験番号を掲載します。
（2）協会支部で合格者の受験番号を掲示します。
（3） 不合格者への試験結果通知の発送は行いません。

※電話等からの合否の問合せには一切応じられませんので、ご了承ください。
※協会ホームページに合格者の受験番号のほか、試験実施結果（合格率や合格基
準点等）を公表します。
　なお、試験問題と正答は、試験翌日11月16日に協会ホームページで公表します。

1-3.合格証書の交付
合格者に対しては、「合格証書」を交付します。(合格発表日に発送します）
（1）合格証書は、結果通知とともに合格者の受験申込書に記載された住所（変更申請

書で変更した場合はその住所）宛に簡易書留で発送します。
　　※配達時に受取人が不在の場合は、不在票が入りますので郵便局に連絡して再配

達を依頼してください。簡易書留郵便物は郵便局で一時保管され、保管期間を
過ぎると日本貸金業協会に戻されます。再送費用は、受取人負担となりますの
でご注意ください。

（2）合格証書は再発行できません。合格を証明するものとして、「合格証明書」の交付
を行いますので希望される場合は、問合せ窓口までご連絡ください。

1-4.団体責任者への試験結果の通知（合格発表日に送付します）
団体申込の場合、合格発表日に団体責任者宛に「貸金業務取扱主任者資格試験結果一覧
（合格・不合格・欠席）」を簡易書留で発送します。

1-5.合格の取消し等
資格試験に関して不正の行為があった場合、その不正行為に関係のある者は、その受
験の停止、もしくは資格試験の無効、または合格の決定を取り消されます。当該処分
を受けた者は、受験禁止期間を経過するまで資格試験を受験することはできません。

2. 試験結果の開示
個人の試験結果は、インターネット経由(無料)または書面による方法(実費1,000円
(10%消費税込み))で開示請求することができます。
開示する内容は、①全50問に対する正答数、②順位（同じ正答数の受験者は同順位
となります。）、③試験問題各50問の受験者本人の解答および正誤の3項目です。
開示する期間は、試験の合格発表日から次年度の試験日までとなります。
詳しい手続については問合せ窓口までお問合せください。
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合格発表日 1月12日（火）
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Ａ． 科目別出題範囲
出題範囲として以下に記載されている関係法令は、当該法律の施行令、施行規則を含むものとします。

１．法及び関係法令に関すること

①貸金業法
②同施行令
③同施行規則

全般とする。

⑧貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則
⑨紛争解決等業務に関する規則、⑩同細則、⑪貸付自粛対応に関する規則、
⑫貸金業者の広告に関する細則（日本貸金業協会）

注）貸金業法、同施行令及び同施行規則、利息制限法並びに貸金業者向けの総合的な監督指針（金融庁）等の上記関係法令に関連
　  して「債権管理回収業に関する特別措置法」（サービサー法）、「弁護士法」及び「民間事業者等が行う書面の保存等における情
　  報通信の技術の利用に関する法律」（e-文書法）を、貸金業の業務に必要な範囲に限定し出題することがあります。

「中心法令」とは、貸金業に関係する法令のうち、貸金業務取扱主任者がその業務を行う際に必要となる規制等を含む法令であり、出題の
中心となるものです。　「関連法令」は貸金業の業務に必要な範囲に限定し、中心法令に関連して出題します。

⑥貸金業者向けの総合的な監督指針
⑦事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係13指定信用情報機関関係）（金融庁）

⑤利息制限法

④出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

関係法令 分野・内容

2．貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

【中心法令と関連法令の定義】

①民法民事法(民法・商法を
中心とするその他の
関連法令)

民事手続法(民事訴
訟法、民事執行法及
び民事保全法を中心
とするその他の関連
法令)

刑事法(暴力団員に
よる不当な行為の防
止等に関する法律、
及び犯罪による収益
の移転防止に関する
法律を中心とするそ
の他の関連法令)

倒産法(破産法、民事
再生法を中心とする
その他の関連法令)

②商法

③会社法

①民事訴訟法

②民事執行法

①破産法

②民事再生法

③民事保全法

⑤手形法・小切手法

⑥電子記録債権法 全般とする。（但し、貸金業の業務に必要なものとする。）

③刑法 第一編第七章犯罪の不成立及び刑の減免、同第
八章未遂罪、同第十一章共犯、第二編第十七章
文書偽造の罪、同第十八章の二支払用カード電
磁的記録に関する罪、同第二十章偽証の罪、同
第三十五章信用及び業務に対する罪、同第三十
七章詐欺及び恐喝の罪、同第三十八章横領の罪
とする。

全般とする。（但し、貸金業の業務に必要なものとする。）

第二編株式会社第九章清算とする。

全般とする。（但し、貸金業の業務に必要なもの
とする。）

第一章総則、第二章暴力的要求行為の規制等と
する。

全般とする。（但し、貸金業の業務に必要なもの
とする。）

全般とする。（但し、貸金業の業務に必要なものとする。）

⑨不正競争防止法

⑦動産及び債権の譲渡の対抗要件に
　関する民法の特例等に関する法律

⑧電子消費者契約に関する
　民法の特例に関する法律

⑤民事調停法

③会社更生法

⑤会社法

④裁判外紛争解決手続の利用の
　促進に関する法律

④特定債務等の調整の促進のた
　めの特定調停に関する法律

④不正アクセス行為の禁止等に
　関する法律

①暴力団員による不当な行為
　の防止等に関する法律

②犯罪による収益の移転
　防止に関する法律

中心法令
関係法令

法分野
関連法令

分野・内容

第一編総則～第三編を中心に第四、五編も含む

第一編総則、第二編第一章総則とする。

組織形態、代表権、法人格に関する事項とする。

全般とする。（但し、貸金業の業務に必要なものとする。）

④保険法 全般とする。（但し、貸金業の業務に必要なものとする。）
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貸金業務取扱主任者登録申請書
資格試験合格者への合格通知に同封する
「主任者登録の手引き」に書式を同封し
ます。

1

2

3

4

履歴書

誓約書

○
○

○

○
○

○

主任者登録の申請に必要な書類等

5

6

7

住民票の抄本（マイナンバーが記載されていないもの）

登録講習の修了証明書の写し（申請日の前6ヵ月以内に行
われたもの）

登録手数料（3,150円、消費税額なし）

身分証明書 ○
○

○

○

ー
○

○

○

本籍地の市区町村役場
住所地の市区町村役場

資格試験の合格日が、登録申請する日から
10ヵ月以内である場合は不要です。
（団体申請は9ヵ月以内）

要する
想定期間

受験者の
資格フロー 登録申請手続き

【主任者個人が行うこと】
・主任者登録変更の申請
・主任者登録抹消の申請
・死亡等の届出
・更新申請日前6ヵ月以内の登録講習機関
　が実施する講習の受講
・主任者登録更新の申請

主任者登録後、
主任者が行うこと

※上記4、5の官公署が発行する書類は申請日より3ヵ月以内に発行されたものに限ります。
※主任者登録の申請に必要な書類等の詳細は、合格証書発送時に同封される｢主任者登録の手引
　き｣をご参照ください。
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